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表紙

上記事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に

対して交付する書面には記載しておりません。

なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電子提供措置

事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。

第36回定時株主総会資料
（書面交付請求による交付書面に記載しない事項）

主 要 な 事 業 内 容

主 要 な 営 業 所 及 び 工 場

従 業 員 の 状 況

主 要 な 借 入 先 の 状 況

その他会社の現況に関する重要な事項

株 式 に 関 す る 事 項

新 株 予 約 権 等 に 関 す る 事 項

業務の適正を確保するための体制及び
当 該 体 制 の 運 用 状 況 の 概 要

株式会社の支配に関する基本方針

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

個 別 注 記 表

（2024年３月１日から2025年２月28日まで）

株式会社　グラファイトデザイン
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主要な事業内容、主要な営業所及び工場、従業員の状況、主要な借入先、その他会社の現況に関する重要な事項

主要な事業内容（2025年２月28日現在）

炭素繊維製ゴルフシャフト等製造販売事業

ゴルフクラブ組立加工事業

名 称 所 在 地

本 社 ・ 工 場 ( 当 社 ) 埼玉県秩父市太田2474番地１

主要な営業所及び工場（2025年２月28日現在）

区 分 従業員数(名)
前事業年度末比増減

（名）
平均年齢 平均勤続年数

男 性 68（2） -（2） 42才3ヵ月 15年7ヵ月

女 性 60（5） 3（5） 42才6ヵ月 11年6ヵ月

合 計 128（7） 3（7） 42才4ヵ月 13年7ヵ月

従業員の状況（2025年２月28日現在）

(注）従業員数は、就業員数であり、臨時雇用者数は(　)内に年間の平均人員を外数で記載しております。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 251,160千円

株 式 会 社 武 蔵 野 銀 行 236,640千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 80,000千円

主要な借入先の状況（2025年２月28日現在）

その他会社の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

－ 1 －
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株式に関する事項、新株予約権等に関する事項

（1）発行可能株式総数 27,782,400株

（2）発行済株式の総数 6,945,600株（自己株式460,147株を含む）

（3）単元株式数 　100株

（4）株主数 5,294名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

山 　 田 　 拓 　 郎 943,600株 14.54％

東 レ 株 式 会 社 360,000株 5.55％

株 式 会 社 T N N ア ド バ イ ザ ー ズ 347,300株 5.35％

高 　 野 　 宗 　 紀 325,900株 5.02％

山 　 田 　 園 　 子 260,000株 4.00％

木 　 本 　 裕 　 二 207,700株 3.20％

高 　 野 　 洋 　 子 132,800株 2.04％

牧 野 挙 一 郎 105,200株 1.62％

杉 　 浦 　 久 　 夫 95,200株 1.46％

松 井 証 券 株 式 会 社 95,000株 1.46％

株式に関する事項（2025年２月28日現在）

（5）大株主(上位１０名)

(注）1. 当社は自己株式460,147株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

（6）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に対し交付した株式の状況

　該当事項はありません。

（7）その他株式に関する重要な事項

　該当事項はありません。

新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

－ 2 －
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業務の適正を確保するための体制、株式会社の支配に関する基本方針

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

Ⅰ．業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　当社が「業務の適正を確保するための体制」として取締役会において決議し、内部統制システム構築の基

本方針を定め、この基本方針に基づき、業務の適正性を確保していくとともに、今後もより効率的な内部統

制システムの構築を目指し、常に現状の見直しを行い、継続的な改善を図るため、次のような体制にしてお

ります。

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、コンプライアンスの推進については、「業務分掌規程」、「職務権限規程」並びに「倫理規

程」に基づき、取締役及び使用人がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題として業務運営にあ

たるよう指導し、実践する。

コンプライアンスに関する主管は管理部と定め、担当取締役をその責任者とする。また内部監査・内部

統制室は、内部監査を担当し、各部門の業務プロセス等の監査を通じて、コンプライアンスの状況をモニ

ターし、その内容を代表取締役社長と監査役に報告する。

(2) 損失の危険に関する規程その他の体制

当社は、全社的なリスクを網羅的に管理するため「経営リスクマネジメント規程」を設定し、社長は経

営リスクマネジメントシステムの構築と維持に責任を持つ。社長は内部監査・内部統制室に対し、経営リ

スクの分析・評価・対応策を構築させ、各業務部門に対応策の実行を要請する。

製品の品質問題に関しては「品質管理委員会」、労働安全衛生面に関しては「安全衛生委員会」が設置

され、それぞれリスク対応策を実施する。

緊急事態の発生した場合の対応については、「緊急時対応規程」を定め、管理部が所管し、必要に応じ

て緊急対策本部を設置、必要な対応を図ることとする。

(3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、定例取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督をすると

ともに、取締役間の意思疎通を図る。

課長職以上で構成する経営会議を毎月１回開催し、会社の経営状態と業務に関する情報等の共有化を図

り、経営の迅速化を図る。

当社は、取締役会において中期経営計画及び各年度の経営計画と利益目標を作成し、各部門においてそ

の達成のために必要な具体策を立案して実行し、月例の取締役会及び経営会議においてその進捗状況等を

フォローする体制とする。

－ 3 －
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業務の適正を確保するための体制、株式会社の支配に関する基本方針

(4) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、取締役会議事録、稟議決裁書その他取締役の職務に係る情報・文書は、社内規程に基づき適切

に保存・管理する。

取締役または監査役の要求があるときは、これらを閲覧に供する。

また、経営情報等の管理については、「情報セキュリティ規程」及び「情報セキュリティ細則」を定

め、全使用人が遵守するよう各所管部門長が指導するとともにモニターを行う体制とする。

(5) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該

使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社は、現在監査役を補助する使用人はいないが、監査役から要望があった場合は、内部監査・内部統

制室を中心に監査役の業務を補助するためのスタッフを置く。なお、当該スタッフの任命、異動、評価、

懲戒は、監査役会の同意を得たうえで行うものとし、当該スタッフの独立性を確保するものとする。

(6) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が

実効的に行われることを確保するための体制

取締役及び使用人は、監査役に対して、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、内部監査の実施

状況及びリスク管理に関する重要な事項、重大な法令・定款への違反事項、その他コンプライアンス上重

要な事項について報告しなければならない。

取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、その職務の執行に関する事項の説明を行う。なお、監査役

へ報告をした者が、報告したことを理由として不利な扱いを受けないこととする。

(7) 監査役の職務執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費

用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査役会として監査役の職務執行に必要な費用については、当社が負担する。

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

代表取締役は、監査役と定期的に会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見を交換し、意思

疎通を図るものとする。

内部監査を担当する内部監査・内部統制室及び会計監査人は、定期的または必要の都度、監査結果につ

いて監査役に報告を行う。

監査役は、取締役会等重要な会議に参加して意見を述べることができる。

(9) 財務報告の適正性を確保するための体制の整備

当社は、財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のた

め、内部統制システムの構築を行うとともに、当該システムと金融商品取引法及びその他の関連法令等と

の整合を確保するために、その仕組みを継続的に評価・報告し必要な是正を行う。

－ 4 －
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業務の適正を確保するための体制、株式会社の支配に関する基本方針

(10) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況

当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たないという意識を取締

役及び使用人にも周知させる。万一、反社会的勢力から直接、間接を問わず不当な要求を受けた場合は、

法律の専門家や警察署等と連携して対処し、毅然とした態度で対応するものとする。

Ⅱ．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社は、取締役会において決議された「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、定期的に評価し、

必要な改善措置を講じるほか、法令や経営環境の変化等に対応して見直しを行い、効果的な体制の整備・運

用をしております。

(1) 当社は、毎月１回の定例取締役会のほか、課長職以上で構成する経営会議を毎月１回開催し、会社の経営

状態と業務に関する情報等の共有化を図っております。また、取締役会及びその他の会議開催ごとに議事録

等を作成し、管理部にて保存管理しております。

(2) 常勤監査役は、当社取締役会のほか、課長職以上で構成する経営会議にも出席するとともに、取締役等か

ら個別に業務執行の状況について聴取を行うなど、業務の状況等を確認検証し、監査役会において情報が共

有されております。また、常勤監査役は、会計監査人と四半期ごとに情報交換を行っております。

(3) 財務報告に係る内部統制につき、財務報告の適正性と信頼性を確保するため、当事業年度の内部統制評価

計画に基づき、内部統制評価を実施しました。

(4) 反社会的勢力排除については、お取引先様との契約書等に反社会的勢力排除に関する条項を盛り込むとと

もに、反社会的勢力の情報を収集する取組を継続的に実施しております。

株式会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、特に定め

ておりません。

－ 5 －
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株主資本等変動計算書

（2024年３月１日から
2025年２月28日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株 主 資 本
合 計資本準備金

資 本 剰 余 金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利 益 剰 余 金
合 計別 途

積 立 金
繰 越 利 益
剰 余 金

2024年３月１日　残高 589,612 582,653 582,653 39,351 1,700,000 2,373,219 4,112,570 △406,708 4,878,128

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △226,990 △226,990 △226,990

当 期 純 利 益 376,830 376,830 376,830

株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － － － － 149,839 149,839 － 149,839

2025年２月28日　残高 589,612 582,653 582,653 39,351 1,700,000 2,523,059 4,262,410 △406,708 5,027,967

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2 0 2 4 年 3 月 1 日 　 残 高 12,938 12,938 4,891,066

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △226,990

当 期 純 利 益 376,830

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の変動額(純額)

1,792 1,792 1,792

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 1,792 1,792 151,632

2 0 2 5 年 2 月 2 8 日 　 残 高 14,730 14,730 5,042,698

株主資本等変動計算書

  (注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 6 －
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個別注記表

個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）を採用しております。

・市場価格のない株式等

総平均法による原価法を採用しております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・製品・原材料

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

・仕　掛　品

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

・貯　蔵　品

最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降取得の建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取

得した建物附属設備、構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物…………７年から38年

構築物………７年から30年

機械装置……２年から17年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における見込利用可能期間（５年）による定額法を採用しております。

③ 長期前払費用

均等償却を採用しております。

(4) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

③ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払いに備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

④ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給

付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

－ 7 －
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個別注記表

(5) 収益及び費用の計上基準

当社はスポーツ用品関係事業の専門メーカーとして、ゴルフシャフト等の製造販売事業及びゴルフクラブの組立加工事業を営ん

でおり、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額を収益

として認識しております。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容、及び当該履行義務を充足する通常の

時点は以下のとおりであります。

なお、取引の対価は履行義務の充足時点から１年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。

　　（ゴルフシャフト製造販売事業）

主にゴルフシャフトの製造販売によるものであり、完成した製品を顧客に供給することを履行義務としております。そのため原

則として、製品の納入時点に顧客が支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、当該時点で収益を認識してお

ります。

なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内の販売において、出荷時

から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

　　（ゴルフクラブ組立加工事業）

ゴルフクラブメーカーからの依頼に基づきゴルフクラブの組み立て加工を行っており、完成した製品を顧客に供給することを履

行義務としております。そのため原則として、製品を納入しメーカーの検査終了時点で顧客が支配を獲得し、履行義務が充足され

ると判断していることから、当該時点で収益を認識しております。

(6) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

２．会計上の見積りに関する注記

　繰延税金資産の回収可能性

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

　繰延税金資産　　120,511千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　当社では、繰延税金資産の回収可能性について、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準委員会企業

会計基準適用指針第26号）に基づく企業の分類、将来の課税所得の見積り、将来減算一時差異の将来解消見込年度のスケジュー

リング等、将来の課税所得の十分性を考慮して、回収可能性があると判断した金額を繰延税金資産として計上しております。

　繰延税金資産の回収可能性は、将来の事業計画を基礎とした将来の課税所得の見積り及び将来減算一時差異の解消見込年度の

スケジューリング等に基づいて判断しており、その主要な仮定は、当社の期末における将来減算一時差異の解消見込時期であり

ます。

　上記の主要な仮定は経営者の判断を伴うため、将来の課税所得や将来減算一時差異の解消見込時期の見積りが予想と異なった

場合、翌事業年度の計算書類について重要な影響を与える可能性があります。
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有形固定資産の減価償却累計額 1,674,156千円

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 6,945,600株 －株 －株 6,945,600株

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 460,147株 －株 －株 460,147株

決　　　　　　　　議 株 式 の 種 類
配当金の総額

(千円)
１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 )

基　　　準　　　日 効 力 発 生 日

2 0 2 4 年 ５ 月 3 0 日
定 時 株 主 総 会

普 通 株 式 129,709 20 2024年２月29日 2024年５月31日

2 0 2 4 年 ９ 月 2 7 日
取 締 役 会

普 通 株 式 97,281 15 2024年８月31日 2024年11月11日

決　 議　 予　 定 株 式 の 種 類 配 当 の 原 資
配当金の総額
（千円）

１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 )

基　　準　　日 効 力 発 生 日

2 0 2 5 年 ５ 月 2 9 日
定 時 株 主 総 会

普通株式 利 益 剰 余 金 97,281 15 2025年２月28日 2025年５月30日

３. 会計上の見積りの変更に関する注記

　　（資産除去債務の見積りの変更）

当事業年度において、当社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、原状回復費用の新

たな情報の入手に伴い、原状回復費用に関して見積りの変更を行いました。

この見積りの変更による増加額23,360千円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。

なお、当該見積りの変更により、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ6,953千円減少しておりま

す。

４．貸借対照表に関する注記

上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累計額0千円が含まれております。

５．株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

(3) 剰余金の配当に関する事項

　配当金支払額等

（注）2024年５月30日定時株主総会決議による１株当たり配当額には、創立35年記念配当10円を含んでおります。

(4) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(5) 新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。
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貸借対照表計上額

（千円）

時価

（千円）

差額

（千円）

　投資有価証券

　　その他有価証券 40,520 40,520 －

資産計 40,520 40,520 －

　長期借入金(一年以内返済予定含む) (383,300) (383,300) －

負債計 (383,300) (383,300) －

６．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針です。

② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクを内包しております。

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクを内包しておりま

す。

営業債務である買掛金及び運転資金としての短期借入金は、１年内の支払期日であり、支払期日に手持ち資金が不足する流動

性リスクがあります。

長期借入金は、設備投資などに必要な資金の調達を目的としたものであり、変動金利であるため金利変動リスクに晒されてお

ります。

③ 金融商品に対するリスク管理体制

イ．信用リスク

当社は、営業債権について取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、各営業部門が主要な取引先の状況等を定期的

にモニタリングし、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を行っております。

ロ．市場リスク

当社は、投資有価証券については、定期的に時価や取引先の財務状況を把握しております。変動金利の借入金のうち長期

については、支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとに取引を行っております。

ハ．流動性リスク

当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性を高水準に保つことによりリスクを回避しておりま

す。

二．金利変動リスク

当社は、金利変動リスクを軽減するため、市場動向等のモニタリングを行っております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価額に基づく価格のほか、市場価額がない場合には合理的に算定された価格が含まれております。

当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動すること

もあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2025年２月28日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(※）1. 「現金及び預金」「受取手形」「電子記録債権」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払金」及び「未払法人税

等」「未払消費税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものである

ことから、記載を省略しております。

2. 負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券

　株式 40,520 － － 40,520

資産計 40,520 － － 40,520

区分
時価(千円)

レベル1 レベル2 レベル3 合計

長期借入金 － 383,300 － 383,300

負債計 － 383,300 － 383,300

１年以内
１年超

５年以内
５年超

１０年以内
10年超

長期借入金 80,160 303,140

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定となる資

産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプッ

トを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルの

うち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

② 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレ

ベル１の時価に分類しております。

長期借入金

長期借入金は変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額に近似すること

から、当該帳簿価額によっており、レベル２の時価に分類しております。

（注２）借入金の決算日後の返済予定額

(単位:千円)
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ゴルフシャフト製造販売事業 2,850,009

ゴルフクラブ組立加工事業 166,734

その他 57,311

顧客との契約から生じる収益 3,074,054

その他の収益 －

外部顧客への売上高 3,074,054

７．収益認識に関する注記

(1) 収益の分解情報

当社は、スポーツ用品関係の専門メーカーとして、ゴルフシャフト等の製造販売を柱とし、ゴルフクラブ組立加工の事業活動を

行っております。顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(千円)

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

「１.重要な会計方針に係る事項に関する注記（5）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3) 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

① 契約資産及び契約負債の残高等

該当事項はありません。

② 残存履行義務に配分した取引価格

残存履行義務に配分した取引価格については、契約期間が１年を超える契約がないため、記載を省略しております。
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金 　額

繰延税金資産

　　賞与引当金 15,096千円

　　未払事業税 5,380千円

　　棚卸資産評価損 739千円

　　役員退職慰労引当金 80,275千円

　　ゴルフ会員権 4,494千円

　　退職給付引当金 33,857千円

　　その他 50,922千円

　　繰延税金資産小計 190,766千円

　　評価性引当額 △50,610千円

　繰延税金資産合計 140,156千円

繰延税金負債

　　その他 △19,644千円

　繰延税金負債合計 △19,644千円

繰延税金資産（△負債）の純額 120,511千円

(1) １株当たり純資産額 777円54銭

(2) １株当たり当期純利益 58円10銭

８．税効果会計に関する注記

（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（2）決算日後における法人税等の税率の変更

「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律13号）」が2025年３月31日に国会で成立したことに伴い、2026年４月１日

以後開始する事業年度より防衛特別法人税が創設されることとなりました。

これに伴い、2027年３月１日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延

税金負債を計算する法定実効税率は30.5%から31.4%に変更されますが、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の

影響は軽微であります。

９．１株当たり情報に関する注記

 (注)１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により､１株当たり純資産額は、自己株式を控除した

期末発行済株式総数により算出しております。

10．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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